福井県非正規社員教育訓練支援事業　よくあるご質問

（支給対象者）

１　現役の学生ですが対象となりますか。

⇒対象となりません。現役の学生の方は新規学卒予定者として就職活動を優先してください。

２　給付を受けられる回数に制限はありますか。また、１人が２講座を受ける場合には２講座とも対象になりますか。

⇒１人１回、そして１度に複数講座を受けられる場合にも１講座を対象とするのが原則です（給付限度額５万円）が、２回目の給付を希望される方はジョブカフェ等で必ずカウンセリングを受けてください。
（対象講座）

３　対象となる講座にはどのようなものがありますか。

⇒まず、国の雇用保険による教育訓練制度の指定講座が対象となります。これは県のホームページにも掲載（通学制のみ）していますのでご覧ください。
また、今後、知事が地域の実情に応じて正社員となるために必要と認める講座（ただし、入門的な講座または趣味的・教養的な講座を除く）を指定予定ですので、これについても県のホームページでお知らせします（現時点（平成２０年７月末）では知事指定の講座はありません）。
　　※県ホームページ　http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/hiseiki/
４　国の雇用保険による教育訓練給付の受給資格のある方が、知事指定の講座を受講しても国の給付は受けられませんが、県の給付は受けられますか。

⇒雇用保険による教育訓練給付の受給資格のある方は県の給付を受けられません。

５　さらに詳しい教育訓練講座の内容を知りたい場合はどうすればよいですか。
⇒各教育訓練機関にご確認ください。
６　受講したいと考えている講座が対象となっていませんがどうしてですか。

⇒正社員となるために必要な講座を対象としていますので、例えば入門的な講座や趣味的・教養的な講座は対象としていません。
（教育訓練経費）

７　助成対象となる教育訓練経費にはどんなものが含まれますか。
⇒申請者が教育訓練機関に支払った入学料および受講料（最大１年分）の合計が含まれます。しかし、検定試験受講料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練機関が実施する各種行事に参加する費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費、パソコン等の器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額等は含まれませんのでご注意ください。

また、受講料について各種割引制度が適用された場合には割引後の額が教育訓練経費となります。

（講座指定申請）

８　対象講座の指定申請はいつ出せばよいのですか。

⇒受講開始前に時間的な余裕をもって申請してください。

９　対象講座の指定申請に当たってカウンセリングを受けた方がよいですか。

⇒ジョブカフェ、ふくい女性活躍支援センターでは就職に関するカウンセリングを受け付けています。申請に当たってカウンセリングを受けることは必須ではありませんが、教育訓練の受講には費用と時間がかかりますのでお気軽にご相談ください。

10　対象講座の指定申請は父母などの代理人でもよいですか。

⇒受講される講座などについて確認する場合がありますので、ご本人の申請をお願いします。

11　県から講座指定通知を受けた後に、教育訓練の受講を取りやめた場合、どうすればよいですか。

⇒県から講座指定通知を受けた後、教育訓練の受講を取りやめた場合、申請者は県にその旨を連絡してください。この場合、教育訓練給付金は支給されません。
（求職申込）

12　ハローワーク等で求職申込が必要とされているのはなぜですか。

⇒本制度は正社員を目指す方を支援するものですので、ハローワーク等で求職申込を行い、正社員となるための就職活動を行ってください。なお、求職申込の際は、県から送付した講座指定通知書を提示してください。
13　ハローワーク等での求職申込はいつまでに行えばよいですか。

⇒支給申請書を提出するまでに行ってください。
14　以前、ジョブカフェで講座指定申請をした際、求職申込を行っていますが、支給申請前に再度、求職申込をすることが必要ですか。

⇒この場合、再度の求職申込は必要ありません。
（支給申請）

15　県から講座指定通知書をもらったので、支給申請は行わなくてもよいですか。
⇒県から講座指定通知を受けた場合でも、教育訓練給付金の支給を受けるためには、あらためて支給申請を行うことが必要です。

16　支給申請はいつまでに行えばよいですか。
⇒受講修了日の翌日から１ヶ月以内に支給申請書および添付書類を提出してください。
17　支給申請に必要な書類は何ですか。
⇒①支給申請書（講座指定通知書と一緒に県から送付します）
②教育訓練機関の長がその修了認定基準に基づき受講者の教育訓練修了を証明する修了証明書の写し

③教育訓練機関の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費に対して発行した領収書（クレジットカードによる支払の場合は、クレジット契約証明書またはクレジット伝票）

④預金通帳の写し（金融機関名、本支店名、店番号、口座の種類、口座番号、口座名義（カナ）の記載されているページ）またはキャッシュカードの写し

⑤ハローワークカード（求職申込後、ハローワークから本人に交付される）の写し

⑥教育訓練給付金支給要件回答書または雇用保険の被保険者番号を有しない者については確認書

18　教育訓練給付金支給要件回答書や確認書とは何ですか。
⇒支給を受けるためには、受講開始日現在において国の雇用保険による教育訓練給付の受給資格を有していないことが要件とされています。

このため、支給申請をされる方には、ハローワークで国の雇用保険による教育訓練給付金の受給資格の有無を確認する書類（教育訓練給付金支給要件回答書）を取得し、県に提出することをお願いしています。
ただ、これまでに働いたことのない方や働いていたのが以前のことでハローワークで雇用保険の被保険者番号がないとされた方は、ハローワークから教育訓練給付金支給要件回答書の発行を受けられません。

そこで、これらの方には教育訓練給付金支給要件回答書に代えて申請者の自己申告に基づく確認書の提出をお願いします。
19　講座指定を受けて受講している途中で正規社員になった場合に給付金はもらえますか。

⇒この場合でも受講を修了された後に支給申請を行い、支給決定を受ければ支給されます。

20　正社員にならないと給付金はもらえないのですか。

⇒受講を修了された後に支給申請を行い、支給決定を受ければ支給されます。支給申請時に正社員になったことまでは必要ありません。なお、後日、県から受給者に正社員となったか否かの簡単なアンケートを行う予定ですのでご協力をお願いします。

（その他）

21　受講開始後に国の雇用保険による教育訓練給付の受給資格を得ることが明確な場合でも対象となりますか。

⇒対象となりますが、国の制度は給付額の上限は１０万円ですので、場合によっては国の制度の受給資格取得を待って国の制度を利用してください。

22　受講開始時に県の（母子家庭）自立支援教育訓練給付金制度を利用することも可能な場合には対象となりますか。

⇒対象となりますが、県の（母子家庭）自立支援教育訓練給付金は上限が２０万円ですので、場合によっては（母子家庭）自立支援教育訓練給付金を利用してください。

23　過去に国の雇用保険による教育訓練給付や県の母子家庭自立支援教育訓練給付金など類似制度をすでに利用している場合でも対象となりますか。

⇒それぞれの制度目的が異なりますので、今回の教育訓練の受講が正社員となるために必要と認められる場合には対象となります。
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